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融資のあつせんカロ入者資格
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商工会の会員およびその家族、従業員。 ■償還方法

原則として、借入れの翌月から月賦償還

となります。

■保証人の有無

借入金額が積立金の範囲内の場合は不要

です。借入金額が貯蓄積立金の範囲を超

えるときの取扱いは、金融機関の規定に

よります。

被保険者 1人につき10回 まで。

■診査基準

契約の際に健康状態を告矢[書で告矢日いた

だきます。健康状態につしヽて事実に反し

て告知されますと、保険金が支払われな

い場合があります。なお、ジブラルタ生

命の他の保険にご加入の場合、保険金が

通算され、診査扱しヽとなることがありま

す。

■保険契約の成立

保険契約 lよ 、共済掛金払込月の翌月 1国

に、かつ保険会社が申込みを承諸した時

に成立します。

■配当金等

加入者には、満期時等にそれまで払い込

まれた保険料に応じて保険加入者配当金

をお支払しヽします。

(ただし、加入後 1年を経過しない場合は

配当はありません。)

なお、解約時にそれまで払い込ま才lた保

険料および加入年数等に応じて、解約返

戻金をお支払いする場合があります。

共済掛金を 6ヵ 月以上遅滞されますと、

本制度から除斥することがあります。

(重要事項説明)

商工貯蓄共済の貯蓄積立金は、預託している金融機関が経営破綻に陥つた場合、預金保険機構による預金者保護の措置
が図られますが、破綻金融機関の財産の状況に応じて削減される場合があります。

■お間しヽ合わせ 。お申し込み lよ 地元商工会ヘ

＼ |

■信用保証協会の保証の有無

借入金額が、積立金以内の場合lよ 、不要で

す。なお、借入金額が積立金を超える場合

は、保証が必要となる場合があります。

保証付融資となつた場合、保証料の一部を

助成する制度があります。

■担 保

借入金額が300万円超の場合、担保が必

要となる場合があります。

■手続きおよび審査

地元商工会で所定の 融資あつせん申込書」

に記入し、商工会の融資あつせん委員会の

審査を経てあつせんの諸否を決定します。

なお、融資の可否 |よ 信用金庫が加入者の経

営状況に応じて行しヽます。
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国が認めた安心制度

がっち少貯める 利息が複利で積み立てられる、
大変お得な貯蓄です。

0積立金および利患

毎月の掛金から年 1回、保険料と事務経費を差し引いた残りの額が積立金とな
ります。
利息は、 1年ごとに金融機関との協議で決定した利率に基づいて複利計算で付
加されます。

●貯蓄積立金の返戻

騒ヨ田瓢眠昌満期までの積立金に利息を加えてお返しします。

脱退時までの積立金に利息を加えてお返しします。

被保険者の方がお亡くなり (または高度障害)になったとき、保険
金に加えてそれまでの貯蓄積立金をお支払いします。

しっか少守る 集団扱いのため保険料が割安。
万―の場合、保険金をお支払いします。

0死亡保障/高度障害

加入期間中に被保険者の方がお亡くなり (ま たは高度障害)になつたとき、保
険金をお支払いします。

●災害特約 Ⅱ型加入者は、不慮の事故による入院等も対象となります。

●人間 ドッ
`フ

の助成

10□以上の加入者には人間ドッ
`フ

受診費用の一部を助成します。
(日帰り3,000円 、 1泊 2日以上10,000円 )

●配当金 払い込まイ1た保険料に応じて加入者配当金をお支払いします。

●税務の取扱い 保険料、事務経費

の場合

受取人 取り扱い 受取人 取り扱い

役 員 の み 法  人 損   金 事 業 主 家  族 家 事 費

役員・従業員 法  人 損   金 専従者のみ 事業主.家 族 家 事 費

役 員 の み 家  族 役 員報酬 専従者'従業員 事業主 必 要 経 費

役員,従業員 家  族 損   金 従 業 員 家  族 必 要 経 費

※個人事業主が加入者の場合の家事費となる保険料、または個人が加入者の場合の

保険料は、生命保険料控除の対象となります。
※保険契約の詳細については、裏表紙をご覧くださしヽ。

きっち少支亥とる鍵潔評鮨韓聾署
鑑是

●限度額 (一□当り)

※1死亡保険金
※2高度障害給付金
※3災害保険金

不慮の事故および病気等により死亡したとき

不慮の事故および病気等により高度障害者になつたとき

1 不慮の事故により、事故の日から180日 以内に死亡したとき

2感染症で死亡したとき

不慮の事故により、事故の日から180日以内に5日以上継続して入院したとき

(ただし4日 間免責 )

不慮の事故により、事故の日から180日以内に開始した入院で、所定の障害

状態になったとき

I型・ I型 Ⅳ

1カ 月以上 40万円以内 40万円以内

6ヵ 月以上 20万円以内 40万円以内 20万円以内 40万円以内
10カ月以上 40万円以内 50万円以内 40万円以内 50万円以内

36ヵ 月以上 60万円以内 70万円以内 60万円以内 70万円以内

60ヵ 月以上 80万円以内 90万円以内
84ヵ 月以上 100万円以内 110万円以内

※4入院給付金

1加入者の強度額…フ,000万円
ただし、融資額が1,500万 円以上の場合は利用口数の1/2が 2年以上、4,000万円
以上の場合は利用□数の1/2が 3年以上の経過期間を要します。

●期間
転
金

運
資

積立金覇国内
5年以内300万円以下

300万円超 フ年以内

備
金

設
資

積立金範囲肉
5年以内300万円以下

300万円超 40年以内

●不」率 金融情勢により変動いたします。地元商工会にお問い合わせください。

※その他、融資あつせんの詳細については裏表紙をご覧ください。

1□ 当たりの共済内容

特 徴
普通型

基本ダイプ

災害特約型

不慮の事故による入院にも対応

貯蓄指向型
貯蓄を重視

短期満期1型

5年満期、70歳までOK

加 入 期 間
(満 期までの期間 )

10年 10年 5年10年

5歳 フヶ月 ～ 65歳 6ヶ月被保険者加入時年齢
(保障対象者)

5歳7ヶ月～70歳 6ヶ月

掛金の大部分は、貯蓄となります勾ゝ 保障部分の保険料及び事務経費 (年額1,200円)は、一年に1度、貯蓄から差し

引かれま魂 なお、保険料は年齢・性別に応じて定められております。

詳細は、別紙 (商工貯蓄其済保険料 :貯蓄積立金一覧表)をご参照ください。

月額2,000円 月額2コ000円月額29500円 月額2,000円

金擁ト

被保険者加入Iき年齢 55～656～46歳 ～54歳 歳47 6～46歳 ～54歳 55～ 65歳47 35～44歳 45～54歳6～34歳 55～ 65歳 6～34歳 35～70歳

死亡保険金※1 1 0 50万円 0万円 25万円 1 0 50万円 0万円 25万円 100万円 30万円60万円 30万円 万 円25 25万円

高度障害給付金※2 1 0 50万円 0万円 25 万 円 1 60万円 30万円 2500万 円 万 円 30万円 25 万円

災害保険金※3

25万円100万円 50万円

1 00万円 50万円 25万円

入院給付金※4 1日 500円/1回の入院lよ 120日 、

通算700日が限度

障害給付金※5
障害の程度に応じて

災害保険金の 1～ 10割

※5障害給付金

1つの掛金で3つの備え


